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　 　 第 二 条 第 十 七 号 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

（ 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 　 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 の た め の 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 三 年 石 川 県 規 則 第 二 十

八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 十 七 号 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 （ 裏 ） 備 考 ７ 、 別 記 様 式 第 二 号 （ そ の １ ） （ 裏 ） 備 考 ５ 及 び 別 記 様 式 第 三 号 （ 裏 ） 備 考 ３ 中 「漁
港漁場整備法 」 を 「漁港及び漁場の整備等に関する法律 」 に 改 め る 。

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 　 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 　 第 六 十 六 条 第 一 号 ハ ト 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 四 十 条 」 を 「 第

六 十 六 条 」 に 改 め る 。

　 　 第 六 十 九 条 第 一 号 ホ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 四 十 条 」 を 「 第 六

十 六 条 」 に 改 め 、 同 号 ヘ 及 び 同 条 第 十 号 ト 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め

る 。

　 　 第 八 十 八 条 第 四 号 ハ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 四 十 条 」 を 「 第 六

十 六 条 」 に 改 め 、 同 号 ニ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

　 　 第 九 十 七 条 第 一 号 ト 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 四 十 条 」 を 「 第 六

十 六 条 」 に 改 め 、 同 号 チ 及 び ル 並 び に 同 条 第 七 号 ロ 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法

律 」 に 改 め る 。

　 　 第 百 二 条 第 一 項 第 二 号 ハ イ 並 び に 第 百 二 十 四 条 第 十 号 、 第 六 十 号 及 び 第 七 十 号 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 」 を 「 漁 港 及

び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 　 石 川 県 漁 港 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 規 則 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 二 条 中 「 漁 港 漁 場 整 備 法 施 行 規 則 」 を 「 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の そ れ ぞ れ の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使

用 す る こ と が で き る 。

告　　　　　　　　示

石川県告示第81号
　石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例（令和６年石川県条例第６
号）第３条第２項の規定により、同条第１項の延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を
次のとおり指定する。
　　令和６年３月14日
 石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

特　定　権　利　利　益 対　　　　象　　　　者 延長後の満了日
石川県漁港管理条例（昭和33年石川県条例
第29号）第12条第１項に規定する甲種漁港
施設の占用等の許可

令和６年能登半島地震による災害に際し災害
救助法（昭和22年法律第118号）が適用された
市町の区域（以下「災害救助法適用区域」と
いう。）内に住所又は主たる事務所を有する者

令和６年６月30日

石川県国土交通省所管公共用財産管理条例
（平成12年石川県条例第20号）第３条第１

災害救助法適用区域内に住所又は主たる事務
所を有する者

令和６年６月30日



8 令和６年３月 14 日（木曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

項に規定する公共用財産の使用又は収益の
許可
石川県港湾施設管理条例（昭和30年石川県
条例第10号）第５条第１項、第２項又は第
３項に規定する港湾施設の使用の許可

災害救助法適用区域内に住所又は主たる事務
所を有する者

令和６年６月30日

ふるさと石川の環境を守り育てる条例（平
成16年石川県条例第16号）第48条第１項に
規定する浄化槽保守点検業の登録又は同条
第３項に規定する更新の登録

災害救助法適用区域内に住所又は営業所を有
する者

令和６年６月30日

いしかわ景観総合条例（平成20年石川県条
例第29号）第49条に規定する広告物の表示
等の許可

災害救助法適用区域内に住所又は主たる事務
所を有する者

令和６年６月30日

いしかわ景観総合条例第78条第１項に規定
する屋外広告業の登録又は同条第３項に規
定する更新の登録

災害救助法適用区域内に住所又は主たる事務
所を有する者

令和６年６月30日


